
★ 学生本人が黒または青のボールペンで記入する　（消せるボールペン・シャーペン不可）

★ 出願者は、必ず押印してください　（押印がないものは無効）

★ 所得証明書（課税証明書）は、扶養家族の人数の記載があるものをご提出ください。
　※源泉徴収票・確定申告書等は審査書類対象外

給与所得者は「給与・年金収入金額」を、給与所得者以外は「営業・農業・不動産等所得金額」を記入してください。　

扶養人数が記載されているか確認し、記載がなければお住いの市区町村役場へご相談ください。
（世帯収入者が２名いる場合は、どちらかに扶養人数が記載されています）

「３．その他　確認事項」に該当し、証明書類が提出できる場合は、それぞれの項目で特別控除を受けることができます。

★ 「雇用保険受給資格者証」のコピーは、表裏両面を必ずご提出ください。（塗りつぶし・隠し等不可）

★ 身体障害者手帳等のコピーは、氏名等が記載されている部分（期限切れでないもの）をご提出ください。

★ 単身赴任等（別居）が確認できる書類と、別居者の氏名がある領収書のコピーをご提出ください。（上限７１万円）
※別居が１年未満の場合は、年間実費を推算した計算式（任意様式）を添付してください。
※引越代、食費、駐車場代、ガソリン代、帰省交通費、通信・電話代、NHK受信料・新聞代等は対象外

★ 療養中を確認できる書類と、長期療養者の氏名がある領収書のコピーをご提出ください。
※１年間の支出金額の計算式（任意様式）を添付してください。 
※健康保険等によって医療給付を受ける金額および損害賠償等によって補てんされる金額は対象外

★ 罹災証明書、盗難届の証明書（届出受理番号等）と、被害により生じた実費を証明する領収書のコピーをご提出ください。
※増減発生から１年未満の場合は、年間実費を推算した計算式（任意様式）を添付してください。
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必ず　　　　を入れてください

  ※提出された願書・書類で審査をしますので、書類に不備や不足があっても連絡はいたしません。

≪大学記入欄≫　※下記項目は記入しないでください.

□　日本学生支援機構 貸与奨学金（第一種） 月額　　　　　　　　円

□　日本学生支援機構 貸与奨学金（第二種） 月額　　　　　　　　円

□　日本学生支援機構 給付奨学金（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ区分） 月額　　　　　　　　円

□　その他（特待生制度）：創立50周年記念特待生制度　・　全商検定特別推薦特待生制度　・　スポーツ特待生制度

６．奨学金を受けることにより、学生生活を充実させるために取り組む内容などを具体的に記入してください。

※募集対象外

４．「給付奨学金」「後援会奨学金」を申請するに至った家庭事情や、特に説明を要することを具体的に記入してください。

５．学業の達成状況について（単位修得のために特に頑張っていることなどを具体的に記入してください。）

受給願書に記入した内容に相違ないことを誓約します。

家計の収入が少ない・厳しい理由・原因等、

詳しい家庭事情・経済的事情を記入してください。
（なぜ家計が厳しいのか、どうして収入が少ないのかを

具体的に記入してください）

【具体的に書けていない例】

私が大学生で高校生の弟もいるため、家族5名では家計が厳しいです。

本人が学業で頑張っている（頑張った）こと、また、

修得した科目に対して得た評価や取得した資格など、

学業の達成状況（予定）について記入してください。

支給された給付奨学金を活用して、どのようなこと

に取り組もうと考えているか詳しく記入してください。

※採用後の奨学金振込みは年末となります。３月に卒業を控えた４年生は、

特にこの項目をしっかりまとめてください。


